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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第18号の規定に基づき2023

年２月22日に提出いたしました臨時報告書について、一部追記する必要がありますので、これを訂正するため臨時報

告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　２　報告内容

(3) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
（訂正前）

(3) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日

当該債務者に対する債権について、当該債務者との交渉や香港における民事訴訟提起など、回収を図るべく最

大限の努力を行ってまいりました。

当該債務者に対する債権の回収を図る中で、当該債務者より入手した直近の財務資料等からいずれについても

債務超過又は資力が乏しいことを確認し、これ以上民事訴訟等を継続しても費用や労力に見合う債権回収が見込

めないことから、取立不能と判断し、香港における民事訴訟についても、すべて取り下げることとしたものであ

ります。

 
（訂正後）

(3) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日

当該債務者に対する債権について、当該債務者との交渉や香港における民事訴訟提起など、回収を図るべく最

大限の努力を行ってまいりました。

当該債務者に対する債権の回収を図る中で、当該債務者より入手した直近の財務資料等からいずれについても

債務超過又は資力が乏しいことを確認し、これ以上民事訴訟等を継続しても費用や労力に見合う債権回収が見込

めないことから、2023年２月22日開催の当社取締役会において、取立不能と判断し、香港における民事訴訟につ

いても、すべて取り下げることとしたものであります。
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